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諮問庁：独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

諮問日：平成２９年１１月９日（平成２９年（独情）諮問第６７号） 

答申日：平成３１年１月２８日（平成３０年度（独情）答申第５９号） 

事件名：特定法人との交渉経緯に関する文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

対し，別紙の２に掲げる文書１ないし文書１１８（以下，併せて「本件対

象文書」という。）を特定し，その一部を不開示とした決定については，

本件対象文書を特定したことは妥当であるが，別表の４欄に掲げる部分を

開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」とい

う。）３条の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年３月９日付け鉄

運総広第１７０３０７０１０号により，独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構（以下「機構」，「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消

しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

本件処分は，平成２８年９月２８日付け情報公開・個人情報保護審査

会（以下「審査会」という。）の答申「平成２８年度（独情）答申第３

１号」（以下「先行答申」という。）により，改めて開示決定されたも

のです。 

先行答申書では「別表１に掲げる文書を対象として改めて開示決定等

をすべきである。不開示部分については，どのような文書のどのような

部分について，開示すると，どのような支障が生ずるのか，具体的な説

明が必要」と記されています。 

これら８０件の文書は，文書内容及び書式が同一とは限らないのであ

るから，原処分では，文書１から文書１１８の，個々の文書ごとに先行

答申書記載の具体的説明をし，開示・非開示の決定をすべきです。 

法人文書開示決定通知書の不開示とした部分の理由説明にある，事業
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の請負先の法人等も非開示とされ納得できない部分がありますが，先行

答申書の別表１にある７２「契約書（案）②」も，文書開示決定通知書

に含まれていません。開示文書の総数２３１枚の開示に，先行答申から，

５ヶ月以上を費やした法人開示決定通知書に，このような不備が見つか

る。これらは，先行答申を受け開示決定を待ち続けた開示請求者の期待

を裏切ると共に，審査会の先行答申を軽んじる行為と言わざるを得ませ

ん。 

（２）意見書 

ア 本件一部開示決定について 

本件一部開示決定は，機構が，審査会による，先行答申に基づき文

書を特定して，平成２９年３月９日に決定されたものですが，開示

すべき部分が開示されていないので，再度，審査請求書を，提出さ

せていただきました。 

なお，私が答申書別表１の７２の「契約書（案）②」に当るものが

ないと指摘した点については，理由説明書（下記第３。以下同じ。）

３（２）にあるように，文書１０６がこれに当ることが分かりまし

たので，主張を撤回します。 

イ 不開示理由に対する反論 

（ア）理由説明書不開示理由 諮問庁付記アに対する意見 

文書１では，特定新聞支局長の氏名と思われる部分が不開示とさ

れています。特定新聞は誰もが知る報道機関であり，その支局長と

しての役職者としての氏名ですから，個人情報というべきではあり

ません。また，広く知られうるものであり，この点からも不開示と

すべきではありません。文書１，２，３及び４の，「Ａ」氏は，特

定会の会長とされ，氏名と考え方（発言）が開示されていますが，

広く一般に知られている人なのでしょうか。どのような団体なのか

も不明です。これに比べれば支局長名の方がより開示すべきものと

考えます。 

文書８は，ＦＡＸ送信状には本紙を除く２枚と記載がありますが，

開示文書では１枚しかありません。もう一枚は不開示としたのか，

欠落しているのか不明であり，明確にすべきです。 

また文書８について，「個人の氏名，住所及び印影等，特定の個

人を識別できるもの。」（以下，第２において「諮問庁付記ア」と

いう。）という理由で不開示ですが，その１枚にある不開示部分は

個人名なのでしょうか，諮問庁付記アに当たる記載としては長すぎ

ると思います。 

（イ）理由説明書不開示理由 諮問庁付記イとウに対する意見 

文書９の利便増進事業年度別事業費は，開示文書を見る限り全部
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開示されており，不開示理由とされる，諮問庁付記アや，「用地取

得に伴う損失の補填に関し，特定されている地権者の感情や利害関

係に立ち入った，詳細な内容で構成される部分」として，不開示と

する法５条２号イ（以下，第２において「諮問庁付記イ」という。）

や，「用地取得に伴う損失の補填に関し，特定されている地権者の

感情や，利害関係に立ち入った詳細な内容で構成される部分」とし

て不開示とする，法５条４号柱書き（以下，第２において「諮問庁

付記ウ」という。）の不開示部分がありません。どこがどういう理

由で不開示なのか具体的に説明すべきです。 

文書４８と文書５４の実測図の不開示部分は氏名及び土地の番号

の一部と推察され，諮問庁付記イ，ウの不開示理由に該当しないと

思います。 

文書４９調査承諾確認書では，建物の構造用途が開示されていま

す。この不開示部分に，諮問庁付記「イ」及び「ウ」に該当するま

での，「詳細な内容」があるとは思えません。 

文書６４の「特定法人Ａ協議工程」と文書８２の「○○の場合の

特定法人Ａ作業工程」，文書８４の「○○施工計画」，文書８７の

「○○施工計画」，文書９３の「○○施工計画」の，特定法人Ａ以

外の不開示部分はタイトルも含め「詳細な記載」とは考えられず，

諮問庁付記イ，ウに該当しないと思います。さらに，文書６９，文

書７０，文書７１の「特定駅停車場地上階平面図」は概略を示す平

面図に過ぎず，その不開示部分も「詳細な記載」があるものではな

く，諮問庁付記イ，ウの不開示理由に該当しないと思います。 

それ以外の文書についても，それを公開する事によって諮問庁付

記イ，ウにあるような，「地権者の権利等の利害を害する，信頼関

係を害する，交渉手段を誤認させる」とはどういうことか，事業の

遂行にどのような支障をきたすおそれがあるのか，など具体的な説

明がなされておらず，一部開示された図面からも理解しがたく，納

得できません。 

（ウ）理由説明書不開示理由 諮問庁付記エに対する意見 

文書３５，文書７４，文書７８，文書８５の設計会社名，文書５

７，文書５８，文書５９の調査業者名，文書７９，文書８６の図面

制作請負者名，文書４０の土地調査測量実施業者名刺と物件調査実

施業者名刺の会社名が，当該法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当するためとし

た理由（以下，第２において「諮問庁付記エ」という。）で不開示

ですが，公共事業である鉄道建設の調査設計等の会社名を開示する

ことによって，どのような支障が生ずるのでしょうか。公衆の工事
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現場には工事期間，内容，会社名，連絡先，電話番号，現場責任者

等が記載された看板が掲示されているではありませんか。「諮問庁

付記エ」に該当するという具体的な説明を求めます。 

ウ まとめ 

（ア）開示文書は議事録や図面・契約書等と，それぞれ書式形態が異な

ります。それらを一括りにして，同じ理由を付けて不開示とするの

は，あまりにも無理があります。上記の，理由説明書不開示理由に

対する意見のように，原処分による決定書には，多くの不備があり

ますが，これらは，個々の文書ごとに不開示理由を記載していれば，

対比することで防げたはずです。さらに，議事録や訪問記録，用地

協議録では，議題を含め全てが黒塗りです。これが答申に従った開

示内容なのでしょうか。審査会にて，ご確認をお願い申し上げます。

まずは，原処分の決定書を取り消し，再度，先行答申にもあるよう

に，特定した個々の文書ごとに，開示・不開示部分の判断をし，具

体的な不開示理由も明示した決定をすべきです。 

（イ）下記「答申以降の経緯」のように，平成２８年９月２８日の，審

査会の先行答申をうけて，文書開示まで半年，平成２９年５月８日

の審査請求書提出から審査会への諮問まで半年もかかりました。二

度にわたり要望書により早期の文書開示をお願いしましたが。何ら

連絡もいただけずに，時間が過ぎ去りました。私の開示手続はどう

なっているのかと，保有個人情報開示請求をしました。同年４月４

日の保有個人情報開示文書からは，長期にわたり審査会の先行答申

が，放置されていたようです。機構は，遅滞なく情報公開における，

開示手続を進めるべきです。 

先行答申以降の経緯 

平成２８年９月２８日付け：審査会より先行答申書 

同年１２月１４日付け：機構へ先行答申を受けて開示決定を求める

要望 

平成２９年１月３０日付け：機構へ先行答申を受けて開示決定を求

める要望 

同年２月２４日付け：機構へ保有個人情報開示請求書（先行答申後

の検討記録） 

同年３月９日付け：機構より先行答申を受けての決定書 

同月２３日付け：機構より先行答申を受けての文書開示 

同月２７日付け：機構より保有個人情報開示決定通知書 

同年４月４日付け：機構より保有個人情報開示決定の文書開示 

同年５月８日付け：機構へ審査請求書提出 

同年１０月４日付け：機構へ保有個人情報開示請求書（審査請求書
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提出後の検討記録） 

同年１１月６日付け：機構より審査会へ諮問通知 

同月１５日付け：機構より保有個人情報開示書類（審査請求書提出

後の検討記録） 

同月２０日付け：審査会より理由説明書の送付及び意見書の提出に

ついて 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求について 

本件審査請求は，機構に対して行われた「特定法人Ａとの交渉経緯」の

開示請求に対し，処分庁が行った原処分について，その取消しを求めて提

起したものである。 

なお，原処分は，審査会の先行答申に基づき，開示決定を行ったもので

ある。 

２ 審査請求人の主張について 

審査請求人が主張する審査請求の理由は，提出文書の記述によると，お

おむね以下のとおりである。 

（１）先行答申書では「別表１に掲げる文書を対象として改めて開示決定等

をすべきである。不開示部分については，どのような文書のどのような

部分について，開示すると，どのような支障が生ずるのか，具体的な説

明が必要」と記されている。先行答申の別表１にある８０件の文書は，

文書内容及び書式が同一とは限らないのであるから，原処分では，文書

１から文書１１８の，個々の文書ごとに先行答申書記載の具体的説明を

し，開示・非開示の決定をすべきである。 

（２）法人文書開示決定通知書の不開示とした部分の理由説明にある，事業

の請負先の法人等も非開示とされ納得できない部分があるが，先行答申

書の別表１にある７２「契約書（案）②」も，文書開示決定通知書に含

まれていない。開示文書の総数２３１枚の開示に，先行答申書から５か

月以上を費やした法人文書開示決定通知書に，このような不備が見つか

る。これらは，先行答申を受けて開示決定を待ち続けた開示請求者の期

待を裏切ると共に，審査会の先行答申を軽んじる行為と言わざるを得な

い。 

３ 先行答申後の処分庁の対応について 

（１）先行答申後の処分庁の対応 

処分庁では，先行答申を受け，当初特定した３８件の協議録等の他，

先行答申書における別表１の文書８０件を全て含めた計１１８件につい

て，改めて開示文書として特定した。そのうち，下記ア～エいずれかに

該当する箇所について，その該当する箇所が含まれる文書番号を原処分

において列挙した上で不開示とし，当該箇所以外について開示を行った。
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（下記文中「ア」～「エ」は，諮問庁が付記。） 

ア 個人の氏名，住所及び印影等，特定の個人を識別できるもの。（不

開示理由：法５条１号本文に該当するため） 

イ 用地取得に伴う損失の補填に関し，特定されている地権者の感情や

利害関係に立ち入った詳細な内容で構成される部分（不開示理由：そ

の地権者の権利，競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあ

り，法５条２号イに該当するため） 

ウ 用地取得に伴う損失の補填に関し，特定されている地権者の感情や

利害関係に立ち入った詳細な内容で構成される部分（不開示理由：そ

の地権者との信頼関係を損なうおそれや，他の地権者等に当機構の交

渉手段を誤認させるおそれがあり，当機構の事業における用地交渉に

係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条４号柱書

に該当するため） 

エ 図面等の資料における，当機構の事業の請負先である法人等の名称，

住所，その他その法人等が特定され得る情報（不開示理由：当該法人

等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり，法

５条２号イに該当するため） 

（２）審査請求人の主張に対する検証 

審査請求人は，「文書１から文書１１８の，個々の文書ごと」に

「どのような部分について，開示すると，どのような支障が生ずるのか，

具体的な説明」をした上で，開示・非開示の決定をすべき，と主張する。

しかし，処分庁は，上記ア～エのとおり，「どのような部分について，

開示すると，どのような支障が生ずるのか」について出来得る限り具体

的に述べた上でその該当する部分が含まれる文書番号を原処分において

明確に示していることから，これは，審査請求人が主張する「『個々の

文書ごと』の『具体的な説明』」に合致する。なお，不開示とした部分

について，原処分よりさらに具体的な説明を行うことは，不開示とした

部分の内容が推測される可能性があることから，妥当ではない。 

また，審査請求人は，「先行答申書の別表１にある７２『契約書

（案）②』も，文書開示決定通知書に含まれていない」と主張するが，

これは開示決定通知書別表の文書１０６「契約書（案）②」が当該文書

にあたり，審査請求人の主張は誤りである。 

４ その他審査請求人の主張について 

審査請求人は，その他種々の主張をするが，諮問庁の判断を左右するも

のではない。 

５ 結論 

 以上により，原処分は妥当であることから，本件審査請求は棄却すべき

ものであると考える。 
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第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２９年１１月９日   諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月２２日        審議 

④ 同年１２月１５日     審査請求人から意見書及び資料を収受 

⑤ 平成３０年１０月２９日  本件対象文書の見分及び審議 

⑥ 同年１１月１９日     審議 

⑦ 平成３１年１月２４日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

（１）本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件対象文書を特定し，その一部を法５条１号，２号イ及び４号柱書き

に該当するとして不開示とする決定（原処分）を行った。 

これに対し，審査請求人は，文書８のＦＡＸ送信状には本紙を除く２

枚と記載があるが，開示文書では１枚しかないため，もう１枚は不開示

としたのか，欠落しているのか不明であり，明確にするよう求めている

外，不開示部分の具体的説明を求める旨主張するところ，諮問庁は，原

処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書の見分結果を踏ま

え，本件対象文書の特定の妥当性及び不開示部分の不開示情報該当性に

ついて検討する。 

（２）なお，原処分に至る経緯をみると，機構は，本件開示請求に対し，当

初，３８文書を特定し，その全部を不開示とする決定（以下「前回決定」

という。）を行い，異議申立てを受けたため当審査会に諮問を行い，当

審査会は，当該３８文書の一部を開示すべきであり，また８０文書を追

加して特定し，改めて開示決定等をすべきとの先行答申を行った。これ

を受け，機構は，３８文書の一部を開示する変更決定及び８０文書につ

いての追加の開示決定等を行うことをせず，前回決定を取り消し，３８

文書と８０文書を併せた１１８文書について改めて特定し，その一部を

不開示とする原処分を行ったものである。 

（３）そうすると，本件対象文書のうち，文書１，文書５ないし文書７，文

書１１ないし文書１３，文書１５，文書１９，文書２１，文書２４，文

書２６，文書２８，文書３０ないし文書３３，文書３６，文書３８，文

書３９，文書４３ないし文書４５，文書５０ないし文書５２，文書５６，

文書６１ないし文書６３，文書６６，文書７３，文書９６，文書９９及

び文書１０７ないし文書１１０の３８文書は，前回決定で特定された文

書であるところ，そのうち文書１を除く３７文書（以下「当該３７文書」

という。）の不開示とされた部分は，先行答申において不開示としたこ
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とは妥当と判断された部分を先行答申と同一の理由で不開示としたもの

であって，改めて検討するまでもなく，不開示部分を不開示としたこと

は妥当である。他方，文書１の不開示とされた部分は，先行答申におい

て不開示としたことは妥当と判断された部分であるが，不開示理由が先

行答申と異なることから，これについては改めて判断することとした。 

また，文書９については，開示決定通知書において不開示部分がある

旨の記載があるが，諮問書に添付された開示実施文書ではその全てが開

示されていることから，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させた

ところ，誤記であり，文書９に不開示部分はないとのことであるから，

これについては判断しない。 

したがって，不開示情報該当性については，別表に掲げる文書の不開

示部分（以下「本件不開示部分」という。）について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）当審査会事務局職員をして諮問庁に対し，文書８の特定について改め

て確認させたところ，諮問庁は以下のとおり説明する。 

ア 文書８は，機構が特定法人Ｂ・特定法人Ｄ直通線及び特定法人Ｂ・

特定法人Ｃ直通線の事業費資料を特定法人ＡにＦＡＸで送付したもの

であり，１枚目が送信状，２枚目が特定法人Ａ社長に宛てた説明文書，

３枚目はその添付資料であるが，３枚目は文書９として特定の上，開

示したものである。 

イ 念のため，本件請求を受け，処分庁に対し，文書９の外に審査請求

人が求める文書８の３枚目に該当する文書を保有しているか確認する

ため，担当部署の執務室や書庫等を入念に探索させたが，該当する文

書の存在は確認できなかった。 

（２）当審査会において，文書８及び文書９を見分したところ，文書８の２

枚目の説明文は文書９の内容についての説明であることが認められ，上

記諮問庁の説明に特段不自然・不合理な点は見当たらず，これを覆すに

足りる事情も認められない。 

また，本件対象文書は先行答申において，特定すべきと判断した文書

を全て含んでおり，その外に機構において，開示請求の対象として特定

すべき文書を保有していると認めるに足りる事情も存しないことから，

本件対象文書を特定したことは妥当である。 

３ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

本件対象文書の本件不開示部分及び原処分における不開示理由は，別表

記載のとおりである。 

（１）法５条１号該当性について 

ア 文書２の不開示部分について 

（ア）当該不開示部分は，特定の個人の住所であり，法５条１号本文前
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段の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができ

るものに該当すると認められる。また，その個人の氏名は開示され

ていると認められる。 

（イ）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，当該個人

の氏名については，新聞報道もされていることから開示したものの，

その住所については公表慣行がないため，不開示としたとのことで

ある。 

（ウ）そうすると，当該部分は，法５条１号ただし書イに該当せず，同

号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

（エ）また，当該住所については，氏名が開示されていることから，法

６条２項による部分開示の余地はない。 

（オ）したがって，文書２の不開示部分は法５条１号に該当し，不開示

としたことは妥当である。 

イ 文書１の①，文書８，文書２７，文書９５の①及び文書１０２の①

の不開示部分について 

（ア）当該不開示部分のうち，文書８の②の不開示部分を除く部分は，

機構の職員の氏名及び印影であると認められる。 

（イ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対して当該部分を不開示と

した理由等について改めて確認させたところ，諮問庁は，当該部分

には，用地取得に従事する機構職員の氏名が記載されているが，こ

れらは特定の個人を識別することができる情報であり，公表慣行の

ない機構本社総括課長補佐級未満及び機構支社課長級未満の職員の

氏名及び印影であるため，法５条１号の不開示情報に該当する旨説

明する。 

（ウ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

ａ 機構の職員の氏名及び印影については，いずれも法５条１号本

文前段の個人に関する情報であって，特定の個人を識別すること

ができるものに該当すると認められる。そこで，同号ただし書該

当性について検討する。 

ｂ 独立行政法人等の職員の氏名についてどの範囲を公表するかは

各独立行政法人等の判断に委ねられているところ，当審査会事務

局職員をして諮問庁に確認させた結果，機構においては，本社の

総括課長補佐級（支社の課長級）以上の職員の氏名を開示の対象

としているが，同補佐級に至らない職員の氏名及び印影について

は公表慣行がないとのことである。そして，当該不開示部分に記

載された機構職員は，同補佐級に至らない職員であるとのことで

あるから，当該職員の氏名及び印影は，法５条１号ただし書イに

該当する事情は認められない。また，同号ただし書ロ及びハに該
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当する事情も認められず，法６条２項の部分開示についても，当

該部分は，個人識別部分であることから，部分開示の余地はない。 

ｃ したがって，当該部分は法５条１号の不開示情報に該当し，不

開示としたことは妥当である。 

（エ）しかしながら，文書８の②の不開示部分については，特定の個人

を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれが

あるものとは認められないことから，当該部分は，法５条１号に該

当すると認められず，開示すべきである。 

ウ 文書１０の①の不開示部分について 

（ア）当該不開示部分は，特定の地方公共団体の職員の所属名，役職及

び姓であると認められる。 

（イ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対して当該部分を不開示と

した理由等について改めて確認させたところ，諮問庁は，当該職員

は地方公務員であり，処分庁に改めて，所属する地方公共団体に職

員の所属名，役職及び姓氏名の公表慣行を確認させたところ，同団

体では職員の氏名は職を問わず，通常公表しているとのことであっ

た旨説明する。 

（ウ）そうすると，当該不開示部分は，法５条１号本文前段の個人に関

する情報であって，特定の個人を識別することができるものに該当

するところ，同号ただし書イに該当することから，同号に該当せず，

開示すべきである。 

エ 文書２５，文書２９，文書３４，文書３７，文書４１及び文書８０

の不開示部分について 

（ア）当該不開示部分には，機構の鉄道建設用地に存在する土地の所有

者個人の氏名及び法人名が記載されている。 

（イ）当該部分のうち所有者個人の氏名は，法５条１号本文前段の個人

に関する情報であって，特定の個人を識別することができるものに

該当すると認められる。 

（ウ）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，当該所有

者個人は，当該土地等の不動産登記簿上の所有者であるとのことで

ある。 

（エ）そうすると，不開示部分と併記されて，原処分において開示され

ている土地の地番等の情報から，その土地の所有者個人の氏名は，

何人でも不動産登記簿によってそれを確認することができるもので

ある。 

（オ）よって，当該部分のうち所有者個人の氏名は，法５条１号ただし

書イの法令の規定により公にされ，又は公にすることが予定されて

いる情報に該当し，開示すべきである。 
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（カ）また，法人名については同号に該当せず，開示すべきである。 

オ 文書３５の①，文書５７ないし文書５９の①，文書６５の①，文書

７９の①並びに文書８６の１枚目の①及び２枚目の①の不開示部分に

ついて 

（ア）当該不開示部分には，機構の事業の請負先である法人の主任技術

者，照査技術者，主査，設計担当，製図担当，照査担当，主任技師，

現場代理人，コア鑑定者，ボーリング責任者又は補償業務管理士

（以下「主任技術者等」という。）の氏名が記載され，また文書７

９の①については併せて当該主任技術者等の印影が記載されている。 

（イ）当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 

（ウ）当審査会事務局職員をして改めて諮問庁に確認させたところ，主

任技術者等の氏名及びその印影は，慣行として公にされ，又は公に

することが予定されている情報とはいえないとのことであり，これ

を覆すに足りる事情も存しないことから，当該不開示部分は法５条

１号ただし書イには該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事

情も認められず，また，当該部分は，個人識別部分であることから

法６条２項による部分開示の余地はない。 

（エ）したがって，当該不開示部分は法５条１号に該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

カ 文書１の②及び文書４０の①の不開示部分について 

（ア）当該不開示部分は，法人従業員氏名，所属名，役職及びメールア

ドレスであり，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 

（イ）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，

当該不開示部分については公表慣行がないため，不開示とした旨説

明する。 

（ウ）そうすると，当該部分は，公表慣行があるとは認められないので，

法５条１号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当す

る事情も認められない。 

（エ）また，当該部分は，個人識別部分であることから法６条２項によ

る部分開示の余地はない。 

（オ）したがって，当該不開示部分は法５条１号に該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

キ 文書８６の３枚目以降の③，文書８８の③，文書９４の③並びに文

書１０１の３枚目の③及び４枚目の③の不開示部分について 

（ア）当該不開示部分は，建築士の登録番号及び氏名等が記載されてい

ることから，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特
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定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 

（イ）当審査会事務局職員をして改めて諮問庁に確認させたところ，当

該不開示部分に記載されている建築士は，特定法人Ａがその所有す

る施設を工事するために用いた者であり，その氏名については公表

慣行がないため，不開示とした旨説明する。 

（ウ）そうすると，当該部分は，特定の建築士を識別することができる

登録番号も含め，公表慣行があるとは認められないので，法５条１

号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も

認められない。 

（エ）また，当該不開示部分は，個人識別部分であることから法６条２

項による部分開示の余地はない。 

（オ）したがって，当該不開示部分は法５条１号に該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

ク 文書９７の①，文書１０６の①，文書１１１の①，文書１１２の①，

文書１１３の①及び文書１１４の①の不開示部分について 

（ア）当該不開示部分のうち下記（キ）の部分を除く部分は，機構が特

定法人Ａと用地補償に関する契約を締結した際の，利害関係人の住

所，氏名及び印影が記載されている。 

（イ）当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 

（ウ）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁は

当該利害関係人の住所，氏名及び印影については公表慣行がないた

め，不開示とした旨説明する。 

（エ）そうすると，当該部分は，公表慣行があるとは認められないので，

法５条１号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当す

る事情も認められない。 

（オ）また，当該部分は個人識別部分であることから，法６条２項によ

る部分開示の余地はない。 

（カ）したがって，当該部分は法５条１号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

（キ）しかしながら，文書１１２の２枚目の甲住所氏名欄の５行目及び

６行目の住所及び氏名については，開示請求書に名指しされた当該

特定法人Ａの代表者の住所及び氏名であるところ，その住所及び氏

名については何人でも商業登記簿によってそれを確認することがで

きるものであり，したがって，当該部分は法５条１号ただし書イに

該当すると認められることから，同号に該当せず，開示すべきであ

る。 

ケ 文書１１７の②の不開示部分について 
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（ア）当該文書は特定法人Ａ利用図であり，不開示部分には取得対象用

地の図に土地の地番及び土地所有者名が記載されていること及び利

用範囲と利用者が判別できる記載の存在が認められる。 

（イ）当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 

（ウ）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，当該所有

者は，当該土地等の不動産登記簿上の所有者であるとのことである。 

（エ）そうすると，上記エ（ア）ないし（オ）と同様の理由により法５

条１号に該当せず，開示すべきである。 

（２）法５条２号イ該当性について 

ア 文書３５の②，文書４０の②，文書５７ないし文書５９の②，文書

６５の②，文書７４，文書７８，文書７９の②，文書８５，文書８６

の 1 枚目の②及び２枚目の②の不開示部分について 

（ア）当該不開示部分は，機構の事業の請負先である法人名等であると

認められる。 

（イ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対して当該部分を不開示と

した理由等について改めて確認させたところ，諮問庁は，当該不開

示部分に記された法人については，入札結果情報として機構ウェブ

サイトに掲載していた旨説明する。 

（ウ）そうすると，当該不開示部分を公にしても，そのことにより当該

法人の正当な権利利益を害するおそれは認め難いことから，当該不

開示部分は，法５条２号イに該当せず，開示すべきである。 

イ 文書８６の３枚目以降の①，文書８８の①，文書９４の①並びに文

書１０１の３枚目の①及び４枚目の①の不開示部分について 

（ア）当該不開示部分には，特定の法人名及び所在地が記載されている。 

（イ）当審査会事務局職員をして改めて諮問庁に確認させたところ，当

該不開示部分に記されている法人は，特定法人Ａの施設を工事する

ために，特定法人Ａが用いた法人であり，当該不開示部分を公にす

ることにより，特定法人Ａの取引先情報や営業実態等といった通常

秘匿すべき内部情報が，競合他社等に明らかになって，特定法人Ａ

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある旨説

明する。 

（ウ）上記諮問庁の説明に，特段不自然・不合理な点は見当たらず，こ

れを覆すに足りる事情も認められないことから，当該不開示部分は

法５条２号イの不開示情報に該当し，不開示としたことは妥当であ

る。 

ウ 文書４７，文書５３，文書６７，文書７５，文書８１，文書９１，

文書９８，文書１０４，文書１１３の②及び文書１１４の②の不開示
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部分について 

（ア）当該不開示部分は，機構と特定法人Ａの用地取得に係る交渉の内

容であり，特定法人Ａの経営の内情や本件の経緯等が詳細に記載さ

れていることが認められる。 

（イ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対して当該部分を不開示と

した理由等について改めて確認させたところ，諮問庁は，当該不開

示部分には，機構の事業に必要な用地の取得に当たって行う損失補

償に関し，個々の支払金額等，補償の内容が記載されており，これ

ら情報は公表していない旨説明しており，この諮問庁の説明に特段

不自然・不合理な点は認められない。 

また，建物，工作物等の補償金額は，その配置，種類や利用目的

等に応じて個別に算定されるものであるところ，こうした個別の態

様については外形的に一般人が知り得るものとはいえず，このよう

な情報まで公にすることが予定されているとは認められない。よっ

て，当該不開示部分について，公表していないとする諮問庁の説明

は是認できる。 

（ウ）そうすると，当該不開示部分を公にすることにより，特定法人Ａ

と機構の間で行った補償金額や，その算定の根拠とされた特定法人

Ａの資産，営業実態等といった通常秘匿すべき内部情報が取引先，

債権者，競合他社等に明らかになって，特定法人Ａの権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められるこ

とから，法５条２号イの不開示情報に該当し，不開示としたことは

妥当である。 

（エ）なお，諮問庁は当該不開示部分について，併せて法５条４号柱書

きにも該当する旨説明をするが，上記（ウ）のとおり当該部分は同

条２号イに該当することから，これについては判断するまでもない。 

（３）法５条４号柱書き該当性について  

ア 文書１０の②，文書２０，文書４８，文書４９，文書５４，文書６

４，文書６９ないし文書７１，文書８２ないし文書８４，文書８６の

３枚目以降の②，文書８７，文書８８の②，文書９２，文書９３，文

書９４の②，文書９５の②，文書９７の②，文書１００，文書１０１

の１枚目，２枚目，３枚目の②，４枚目の②及び５枚目ないし７枚目，

文書１０２の②，文書１０３，文書１０６の②，文書１１１の②，文

書１１２の②，文書１１５並びに文書１１７の①の不開示部分につい

て 

（ア）当該不開示部分は，機構が特定法人Ａの用地取得に係る交渉を行

うに際し，特定法人Ａとの交渉過程の詳細な記録，特定駅建設予定

地の取得状況を記した図，特定法人Ａに対する作業工程図等に関す
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る具体的かつ詳細な情報が記録されていることが認められる。 

（イ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対して当該部分を不開示と

した理由等について改めて確認させたところ，諮問庁は，当該部分

を公にした場合，機構における個別案件での補償協議の詳細が明ら

かとなり，これが他の被補償対象者に知れた場合には，他の被補償

対象者に対して，他の案件においても機構が同様の対応を取るとの

誤解を与えかねず，また，機構の補償協議対応の一例があらかじめ

公に詳らかとされることで，以後の類似案件における機構の交渉が

制約されることになるなど，契約，交渉に係る事務に関し，機構の

財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害し，その結果，機

構の事業における用地交渉に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがある旨説明する。 

（ウ）上記諮問庁の説明に特段不自然・不合理な点は見当たらず，これ

を覆すに足りる事情も認められないことから，当該不開示部分は法

５条４号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（エ）なお，諮問庁は当該不開示部分について，併せて法５条２号イに

も該当する旨説明をするが，上記（ウ）のとおり当該部分は同条４

号柱書きに該当することから，これについては判断するまでもない。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条１号，２号イ及び４号柱書きに該当するとして不開

示とした決定については，機構において，本件対象文書の外に開示請求の

対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので，本件対

象文書を特定したことは妥当であり，別表の４欄に掲げる部分を除く部分

及び当該３７文書の不開示部分は，同条１号，２号イ及び４号柱書きに該

当すると認められるので，不開示としたことは妥当であるが，別表の４欄

に掲げる部分は，同条１号，２号イ及び４号柱書きのいずれにも該当せず，

開示すべきであると判断した。 

（第５部会） 

委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 
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別紙   

１ 本件請求文書 

特定法人Ａとの交渉経緯 

 

２ 本件対象文書   

文書１ 特定年月日１ 議事録 

文書２ 解説 特定鉄道について（説明会報告） 

文書３ 横浜国際港都建設計画特定鉄道計画に関する要望書（第２次）に

ついて（回答） 

文書４ 週間放談特定地域の断層群 

文書５ 特定年月日２ 議事録 

文書６ 特定年月日３ 議事録 

文書７ 特定年月日４ 議事録 

文書８ 特定年月日５ ＦＡＸ 

文書９ 利便増進事業年度別事業費 

文書１０ 特定年月日６ 議事録 

文書１１ 特定年月日７ 議事録 

文書１２ 特定年月日８ 議事録 

文書１３ 特定年月日９ 議事録 

文書１４ 温泉法資料 

文書１５ 特定年月日１０ 議事録 

文書１６ シールドトンネルの安全性 

文書１７ 鉄道計画が現在案に至るまでの経緯 

文書１８ 温泉への影響に対する対応策（案） 

文書１９ 特定年月日１１ 議事録 

文書２０ 特定法人Ｂ・特定法人Ｃ直通線環境影響評価書準備書に記載さ

れている「施設の近傍」の解釈について 

文書２１ 特定年月日１２ 議事録 

文書２２ 特定法人Ｂ・特定法人Ｃ直通線に係る中心線測量及び用地調査

測量作業 

文書２３ 地質調査位置図（案）① 

文書２４ 特定年月日１３ 議事録 

文書２５ 公図（写し）① 

文書２６ 特定年月日１４ 議事録 

文書２７ 特定年月日１４ ＦＡＸ 

文書２８ 特定年月日１５ 議事録 

文書２９ 公図（写し）② 

文書３０ 特定年月日１６ 議事録 
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文書３１ 特定年月日１７ 議事録 

文書３２ 特定年月日１８ 議事録 

文書３３ 特定年月日１９ 議事録 

文書３４ 公図（写し）③ 

文書３５ 特定駅停車場一般図（その１）① 

文書３６ 特定年月日２０ 議事録 

文書３７ 公図（写し）④ 

文書３８ 特定年月日２１ 議事録 

文書３９ 特定年月日２２ 議事録 

文書４０ 土地調査測量実施業者名刺 物件調査実施業者名刺 

文書４１ 公図（写し）⑤ 

文書４２ 地質調査位置図（案）② 

文書４３ 特定年月日２３ 議事録 

文書４４ 特定年月日２４ 議事録 

文書４５ 特定年月日２５ 議事録 

文書４６ 金融庁ホームページ 

文書４７ 補償金概算提示書 

文書４８ 実測図① 

文書４９ 調査承諾確認書 

文書５０ 特定年月日２６ 議事録 

文書５１ 特定年月日２７ 議事録 

文書５２ 特定年月日２８ 議事録 

文書５３ 補償金提示書 

文書５４ 実測図② 

文書５５ 杭設置箇所 

文書５６ 特定年月日２９ 議事録 

文書５７ ボーリング柱状図ＮＯ６ 

文書５８ ボーリング柱状図ＮＯ７ 

文書５９ ボーリング柱状図ＮＯ８ 

文書６０ 特定駅停車場一般図（その１）② 

文書６１ 特定年月日３０ 議事録 

文書６２ 特定年月日３１ 議事録 

文書６３ 特定年月日３２ 議事録 

文書６４ 特定法人Ａ協議工程 

文書６５ 特定駅停車場一般図（その１）③ 

文書６６ 特定年月日３３ 議事録 

文書６７ 特定駅工事に伴う特定法人Ａへの補償の基本的考え方 

文書６８ 特定駅停車場一般図（その１）④ 
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文書６９ 特定駅停車場地上階平面図① 

文書７０ 特定駅停車場地上階平面図② 

文書７１ 特定駅停車場地上階平面図③ 

文書７２ 都市基盤施設 

文書７３ 特定年月日３４ 議事録 

文書７４ 特定法人Ｂ・特定法人Ｃ直通線特定駅全体一般図① 

文書７５ 補償概算額① 

文書７６ 特定年月日３５ 資料 

文書７７ 図面① 

文書７８ 特定法人Ｂ・特定法人Ｃ直通線特定駅全体一般図② 

文書７９ 特定法人Ａ建物図面① 

文書８０ 公図（写し）⑥ 

文書８１ 補償概算額② 

文書８２ 特定法人Ａ作業工程 

文書８３ 特定年月日３６ 協議項目 

文書８４ 施行計画① 

文書８５ 特定法人Ｂ・特定法人Ｃ直通線特定駅全体一般図③ 

文書８６ 特定法人Ａ建物図面② 

文書８７ 施行計画② 

文書８８ 特定法人Ａ建物図面③ 

文書８９ 駐車場図面 

文書９０ 立体駐車場ＨＰ特定法人Ｅ 

文書９１ 源泉資料 

文書９２ 鉄道・運輸機構実施項目 

文書９３ 施行計画③ 

文書９４ 特定法人Ａ建物図面④ 

文書９５ 特定年月日３７ 電話メモ 

文書９６ 特定年月日３８ 議事録 

文書９７ 契約書（案）① 

文書９８ 金額計算資料① 

文書９９ 特定年月日３９ 議事録 

文書１００ 確認書① 

文書１０１ 図面② 

文書１０２ 特定年月日４０ 電話メモ 

文書１０３ 図面③ 

文書１０４ 金額計算資料② 

文書１０５ 地積測量図 

文書１０６ 契約書（案）② 
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文書１０７ 特定年月日４１ 議事録 

文書１０８ 特定年月日４２ 議事録 

文書１０９ 特定年月日４３ 議事録 

文書１１０ 特定年月日４４ 議事録 

文書１１１ 契約書 

文書１１２ 確認書② 

文書１１３ 委任状 

文書１１４ 請求書 

文書１１５ 確認書③ 

文書１１６ 休業案内 

文書１１７ 図面④ 

文書１１８ 新聞記事 
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別表  

１ 文書番号 ２ 不開示部

分 

３ 原処分における不

開示理由（法５条） 

４  開示す

べき部分 

１ ①作成者欄，

決裁欄及び機

構側欄の不開

示部分 

１号 － 

②相手方欄の

不開示部分 

同上 － 

２及び２７ 不開示部分全

て 

同上 － 

８ ①１枚目及び

２枚目１４行

目 

同上 － 

②２枚目３行

目 

同上 全て 

１０ 

 

①４行目，１

６行目及び２

４行目 

同上 全て 

②上記を除く

不開示部分 

２号イ及び４号柱書き － 

２０，４７，４８，

４９，５３，５４，

６４，６７，６９，

７０，７１，７５，

８１，８２，８３，

８４，８７，９１，

９２，９３，９８，

１００，１０４及び

１１５ 

不開示部分全

て 

同上 － 

２５，２９，３４，

３７，４１及び８０ 

個人名及び法

人名 

１号 全て 

３５，６５，７９並

びに８６の１枚目及

び２枚目 

①主任技術者

欄，照査技術

者 欄 ， 主 査

欄，設計欄，

製図欄，照査

同上 － 
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欄氏名，印影

及 び 資 格 名

称・作成者欄 

②設計会社欄

及び請負者欄

の法人名 

２号イ 全て 

４０ ①法人従業員

氏 名 ， 所 属

名，役職及び

メールアドレ

ス 

１号 － 

②法人名，住

所 ， 電 話 番

号，ＦＡＸ番

号及びホーム

ページアドレ

ス等 

２号イ 全て 

５７ないし５９ ① 主 任 技 師

欄，現場代理

人欄，コア鑑

定者欄，ボー

リング責任者

欄氏名 

１号 － 

②法人名及び

電話番号 

２号イ 全て 

７４，７８及び８５ 不開示部分全

て 

同上 全て 

８６の３枚目以降，

８８，９４並びに１

０１の３枚目及び４

枚目 

①下段左欄 同上 － 

②工事名欄 ２号イ及び４号柱書き － 

③上記を除く

不開示部分 

１号 － 

９５及び１０２ ①３行目 同上 － 

②上記を除く

不開示部分 

２号イ及び４号柱書き － 

９７ ①３枚目の上

から１つ目の

不開示部分，

１号 － 
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６枚目，８枚

目左側の１行

目１２字目な

いし１７字目

及び１５行目

２７字目ない

し３０字目並

びに右側の１

行目１２字目

ないし１７字

目，９枚目１

２字目ないし

１７字目，１

０枚目１行目

２０字ないし

２５字及び４

行目１２字な

いし１５字並

びに１９行目

８字ないし１

１字等 

②上記を除く

不開示部分 

２号イ及び４号柱書き － 

１０１の１枚目，２

枚目及び５枚目ない

し７枚目並びに１０

３ 

工事名欄 同上 － 

１０６ ①３枚目１４

行目１５字な

いし１８字及

び４枚目 

１号 － 

②上記を除く

不開示部分 

２号イ及び４号柱書き － 

１１１ ①３枚目１４

行目１５字な

いし１８字，

４枚目中央，

１号 － 
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甲住所氏名及

び５枚目１４

行目２２字な

いし２５字 

②上記を除く

不開示部分 

２号イ及び４号柱書き － 

１１２ ①２枚目３行

目，甲住所氏

名，３枚目１

行目，３行目

６字ないし９

字，４枚目甲

住所 

１号 ２枚目のう

ち特定法人

Ａ代表者住

所及び氏名 

②上記を除く

不開示部分 

２号イ及び４号柱書き － 

１１３及び１１４ ①４行目住所

等 

１号 － 

②上記を除く

不開示部分 

２号イ及び４号柱書き － 

１１７ ①１枚目及び

２枚目左側Ｂ

欄２行目１字

及び２字並び

に７字ないし

３行目，左側

Ｃ欄１行目，

２行目１字及

び２字並びに

７字ないし３

行目の不開示

部分 

同上 － 

②上記を除く

不開示部分 

１号 全て 

 


